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山形県告示第578号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第101条第１項の規定により平成15年５月14日招集した山形県議会臨時会は、

５月20日閉会した。

　　平成15年５月30日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄
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山形県告示第579号

　計量法（平成４年法律第51号）第19条第１項の規定により、特定計量器の定期検査を次のとおり実施する。

　　平成15年５月30日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第580号

　漁業法（昭和24年法律第267号）第11条第１項の規定により、海面における共同漁業の免許の内容となるべき事

項等を次のとおり定めた。

　　平成15年５月30日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　公示番号　海共第１号

　 　免許の内容たるべき事項

検査を実施する
指定定期検査機
関の名称　　　

検　査　場　所検　　　 査 　　　期 　　　日
検 査 対 象

特定計量器
検査区域

社団法人

山形県計量協会上 山 市 役 所

午前９時30分から

午後３時まで
平成15年７月29日計量法施行

令第10条に

規定する非

自動はかり

（表示部が

電気式のも

のを除く)、

分銅及びお

もり

上 山 市
午前９時30分から

午後３時まで
平成15年７月30日

小 国 町 民 総 合 体 育 館

午後１時から

午後３時まで
平成15年８月４日

小 国 町
午前９時30分から

正　　午まで
平成15年８月５日

飯豊町町民総合センター
午前10時から

午後３時まで
平成15年８月７日飯 豊 町

白鷹町役場（西側車庫）
午前10時から

午後３時まで
平成15年８月８日白 鷹 町

長 井 市 役 所

午前９時30分から

午後３時まで
平成15年８月25日

長 井 市
午前９時30分から

午後３時まで
平成15年８月26日

柴 橋 地 区 公 民 館
午前９時30分から

正　　午まで
平成15年９月１日

寒河江市

西 部 地 区 公 民 館
午後１時から

午後３時まで
同

寒 河 江 市 役 所

午前９時30分から

午後３時まで
平成15年９月２日

午前９時30分から

午後３時まで
平成15年９月３日

漁　　場　　の　　区　　域漁場の位置漁　業　時　期漁 業 の 名 称漁業種類

　酒田市飛島における最大高潮時

海岸線と同線から距岸5,500メー

トルの線によって囲まれた区域

酒田市飛島

地先

５月１日から９月30日まで

７月１日から９月30日まで

３月１日から８月31日まで

11月１日から翌年４月30日まで

３月１日から６月30日まで

１月１日から７月31日まで

４月１日から10月31日まで

５月１日から10月31日まで

　　　　　　漁業

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

 　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

第 一 種

共同漁業

て ん ぐ さ

え ご

わ か め

の り

あ ら め

あ お さ

も ず く

い ぎ す
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　 　免許予定日　　平成15年９月１日

　 　申  請  期  間　　告示の日から平成15年７月31日まで

　 　関  係  地  区　　酒田市飛島

　 　存  続  期  間　　平成15年９月１日から平成25年８月31日まで

２　公示番号　海共第２号

　 　免許の内容たるべき事項

漁　　場　　の　　区　　域漁場の位置漁　業　時　期漁 業 の 名 称漁業種類

　次の基点第１号、ア、イ及び基

点第３号の各点を順次直線で結ん

だ線と最大高潮時海岸線によって

囲まれた区域から次の１、２、３、

４、５、６、７、８、９、10、11

及び12の各点を順次直線で結んだ

線と最大高潮時海岸線によって囲

まれた区域を除いた区域

　基点第１号　山形県と秋田県の

境に設置した漁場基点

　ア　基点第１号から291度30分

(｢真方位」以下同じ｡）4,000

メートルの点

　イ　基点第３号から294度43分

4,000メートルの点

　基点第３号　酒田市と鶴岡市の

境に設置した漁場基点

　１　旧酒田灯台(北緯38度56分

41.9秒、東経139度49分16.5

酒田市（飛

島を除く。）

及び飽海郡

遊佐町地先

６月１日から８月31日まで

７月１日から９月30日まで

３月１日から８月31日まで

10月１日から翌年４月30日まで

１月１日から７月31日まで

３月１日から10月31日まで

６月１日から10月31日まで

周　　　　 年

同

同

同

同

同

同

同

同

同

　　　　　　漁業

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

 　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

 　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

 　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

第 一 種

共同漁業

９月１日から翌年１月20日まで

３月１日から７月20日まで

　　　　　　漁業

　　    　　 同  

第 二 種

共同漁業

て ん ぐ さ

え ご

わ か め

の り

あ お さ

も ず く

い ぎ す

あ わ び

こたまがい(あさり)

さ ざ え

か き

い が い

に し が い

う に

な ま こ

た こ

餌 虫

さけ小型定置

ます小型定置

12月１日から翌年５月31日まで

周　　　　 年

同

同

同

同

同

同

同

同

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

 　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

３月１日から12月10日まで

１月１日から６月30日まで

周　　　　 年

５月１日から８月31日まで

２月１日から11月30日まで

周　　　　 年

同

同

同

５月１日から12月31日まで

周　　　　 年

　　　　　　漁業

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

 　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

第 二 種

共同漁業

ほ ん だ わ ら

あ わ び

さ ざ え

か き

い が い

に し が い

う に

な ま こ

た こ

餌 虫

ぶり小型定置

いか小型定置

あじ・たなご小型定置

とびうおさし網

かれいさし網

たい・こだいさし網

めばるさし網

ほっけさし網

い そ さ し 網

めじまぐろさし網

か に か ご
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　 　免許予定日　　平成15年９月１日

　 　申  請  期  間　　告示の日から平成15年７月31日まで

　 　関  係  地  区　　酒田市（飛島を除く｡）及び飽海郡遊佐町

　 　存  続  期  間　　平成15年９月１日から平成25年８月31日まで

３　公示番号　海共第３号

　 　免許の内容たるべき事項

　秒)から20度53分18秒4,841

メートルの点

２　１から291度50分1,050メー

トルの点

３　２から201度50分3,128メー

トルの点

４　３から227度50分2,040メー

トルの点

５　４から184度87メートルの

点

６　５から201度50分294メート

ルの点

７　６から227度50分726メート

ルの点

８　７から177度30分762メート

ルの点

９　８から118度40分490メート

ルの点

10　９から161度10分159メート

ルの点

11　10から162度540メートルの

点

12　11から117度40分1,000メー

トルの点

３月１日から12月10日まで

３月１日から11月30日まで

12月１日から翌年１月10日まで

２月１日から10月31日まで

６月１日から８月31日まで

２月１日から12月31日まで

４月１日から12月31日まで

４月１日から10月31日まで

５月１日から11月30日まで

２月１日から12月31日まで

４月１日から８月31日まで

周　　　　 年

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

 　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

４月１日から11月30日まで　　　　　　漁業

 

第 三 種

共同漁業

たい・ぶり小型定置

あじ・たなご小型定置

はたはた小型定置

か に さ し 網

とびうおさし網

かれいさし網

たい・こだいさし網

したびらめさし網

え び さ し 網

い そ さ し 網

ば い か ご

か に か ご

いわし地びき網

漁　　場　　の　　区　　域漁場の位置漁　業　時　期漁 業 の 名 称漁業種類

　次の基点第３号、ア、イ及び基

点第４号の各点を順次直線で結ん

だ線と最大高潮時海岸線によって

囲まれた区域

　基点第３号　酒田市と鶴岡市の

境に設置した漁場基点

　ア　基点第３号から294度43分

(｢真方位」以下同じ｡）4,000

　メートルの点

イ　基点第４号から295度45分

4,000メートルの点

基点第４号　鶴岡市と西田川郡

温海町の境に設置した漁場基

点

鶴岡市地先６月１日から８月31日まで

７月１日から９月30日まで

３月１日から８月31日まで

10月１日から翌年４月30日まで

１月１日から７月31日まで

３月１日から10月31日まで

６月１日から10月31日まで

12月１日から翌年５月31日まで

１月１日から４月30日まで

周　　　　 年

同

同

同

同

同

同

　　　　　　漁業

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

 　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

第 一 種

共同漁業

て ん ぐ さ

え ご

わ か め

の り

あ お さ

も ず く

い ぎ す

ほ ん だ わ ら

し が な

あ わ び

こたまがい(あさり)

さ ざ え

か き

い が い

に し が い

う に



山　　形　　県　　公　　報 第1444号平成15年５月30日（金曜日）

729

　 　免許予定日　　平成15年９月１日

　 　申  請  期  間　　告示の日から平成15年７月31日まで

　 　関  係  地  区　　鶴岡市

　 　存  続  期  間　　平成15年９月１日から平成25年８月31日まで

４　公示番号　海共第４号

　 　免許の内容たるべき事項

同

同

同

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

９月１日から12月31日まで

３月１日から７月20日まで

３月１日から12月31日まで

３月１日から11月30日まで

12月１日から翌年１月10日まで

２月１日から10月31日まで

６月１日から８月31日まで

２月１日から12月31日まで

４月１日から12月31日まで

４月１日から10月31日まで

５月１日から11月30日まで

２月１日から12月31日まで

４月１日から９月30日まで

周　　　　 年

　　　　　　漁業

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

 　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

第 二 種

共同漁業

４月１日から11月30日まで　　　　　　漁業

 

第 三 種

共同漁業

な ま こ

た こ

餌 虫

さけ小型定置

ます小型定置

たい・ぶり小型定置

あじ・たなご小型定置

はたはた小型定置

か に さ し 網

とびうおさし網

かれいさし網

たい・こだいさし網

したびらめさし網

え び さ し 網

い そ さ し 網

ば い か ご

か に か ご

いわし地びき網

漁　　場　　の　　区　　域漁場の位置漁　業　時　期漁 業 の 名 称漁業種類

　①の区域から②の区域を除いた

区域

①　次の基点第４号、ア、イ、ウ、

エ、オ及び基点第５号の各点を基

点第４号、ア、オ、エ、ウ、イ、

基点第５号の順に直線で結んだ線

と最大高潮時海岸線によって囲ま

れた区域

　基点第４号　鶴岡市と西田川郡

温海町の境に設置した漁場基

点

　ア　基点第４号から295度45分

(｢真方位」以下同じ｡）4,000

メートルの点

　イ　基点第５号から227度23分

31秒490.5メートルの点

　ウ　イから275度47分58秒2,430

メートルの点

　エ　ウから５度47分58秒1,000

メートルの点

　オ　エから268度47分58秒1,520

西田川郡温

海町地先

６月１日から８月31日まで

７月１日から９月30日まで

３月１日から８月31日まで

10月１日から翌年４月30日まで

１月１日から７月31日まで

３月１日から10月31日まで

６月１日から10月31日まで

12月１日から翌年５月31日まで

１月１日から４月30日まで

周　　　　 年

同

同

同

同

同

同

同

同

　　　　　　漁業

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

 　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

第 一 種

共同漁業

９月１日から翌年１月20日まで

３月１日から７月20日まで

３月１日から12月31日まで

　　　　　　漁業

　　    　　 同  

　　    　　 同  

第 二 種

共同漁業

て ん ぐ さ

え ご

わ か め

の り

あ お さ

も ず く

い ぎ す

ほ ん だ わ ら

し が な

あ わ び

さ ざ え

か き

い が い

に し が い

う に

な ま こ

た こ

餌 虫

さけ小型定置

ます小型定置

ぶり小型定置
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　 　免許予定日　　平成15年９月１日

　 　申  請  期  間　　告示の日から平成15年７月31日まで

　 　関  係  地  区　　西田川郡温海町

　　メートルの点

　基点第５号　山形県と新潟県の

　　境に設置した漁場基点

②　基点第５号から330度31メー

トルの地点を中心とする半径31

メートルの円のうち基点第５号と

カを結んだ線の南東側の円弧、カ

とキを結んだ直線、キから28度

266メートルの地点を中心とする

半径266メートルの円のうちキと

クを結んだ線の南西側の円弧、

ク、ケ、コ、サ、シ、ス及びセの

各点を順次直線で結んだ線、セか

ら65度30分506メートルの地点を

中心とする半径506メートルの円

のうちセとソを結んだ線の西側の

円弧、ソとタを結んだ直線、タか

ら254度44メートルの地点を中心

とする半径44メートルの円のうち

タとチを結んだ線の北東側の円弧

及び最大高潮時海岸線とによって

囲まれた区域

　カ　基点第５号から265度30分

31メートルの点

　キ　カから298度30分39メート

ルの点

　ク　キから309度105.9メートル

の点

　ケ　クから321度30分31メート

ルの点

　コ　ケから225度30分129.8メー

トルの点

　サ　コから305度30分142.5メー

トルの点

　シ　サから332度30分174.5メー

トルの点

　ス　シから62度232メートルの

点

　セ　スから334度50分42.5メー

トルの点

　ソ　セから340度78.9メートル

の点

　タ　ソから345度29メートルの

点

　チ　タから324度30.1メートル

の点

３月１日から11月30日まで

12月１日から翌年１月10日まで

２月１日から10月31日まで

６月１日から８月31日まで

２月１日から12月31日まで

４月１日から12月31日まで

４月１日から10月31日まで

５月１日から11月30日まで

２月１日から12月31日まで

４月１日から９月30日まで

周　　　　 年

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

 　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

　　    　　 同  

４月１日から11月30日まで　　　　　　漁業

 

第 三 種

共同漁業

あじ・たなご小型定置

はたはた小型定置

か に さ し 網

とびうおさし網

かれいさし網

たい・こだいさし網

したびらめさし網

え び さ し 網

い そ さ し 網

ば い か ご

か に か ご

いわし地びき網
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　 　存  続  期  間　　平成15年９月１日から平成25年８月31日まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第581号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、鴫谷地土地改良区の次の役員が退任した旨の

届出があった。

　　平成15年５月30日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第582号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、鴫谷地土地改良区の役員に次の者が就任した

旨の届出があった。

　　平成15年５月30日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第583号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、最上川土地改良区の次の役員が退任した旨の

届出があった。

　　平成15年５月30日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

住　　　　　　　　　　　所　氏　　　　　　名理事及び監事の別

上山市権現堂543斎 藤 義 夫理　　　　　　 事

住　　　　　　　　　　　所　氏　　　　　　名理事及び監事の別

上山市権現堂385山 田 昭 男理　　　　　　 事

住　　　　　　　　　　　所　氏　　　　　　名理事及び監事の別

東田川郡藤島町大字長沼字宮東21渋 谷 精 一理　　　　　　 事

同　　　余目町大字吉岡字上南25齋 藤 秀 基同

同　　　　　　大字余目字長畑12阿 部 繁 雄同

同　　　　　　大字連枝字沼端57小 林 康 夫同

同　　　　　　大字西袋字駅前64－２齋 藤 道 雄同

同　　　立川町大字三ケ沢字宮田４乙 坂 喜 吉同

酒田市大字板戸字福岡89阿 部 勇 雄同

東田川郡余目町大字千河原字前野117阿 部　 勉同

同　　　　　　大字宮曽根字宮の前74上 野 忠 治同
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山形県告示第584号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、袖浦土地改良区の次の役員が退任した旨の届

出があった。

　　平成15年５月30日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第585号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、最上川土地改良区の役員に次の者が就任した

旨の届出があった。

　　平成15年５月30日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

住　　　　　　　　　　　所　氏　　　　　　名理事及び監事の別

酒田市大字坂野辺新田字坂野辺82番地五 十 嵐　 源　 良理　　　　　　 事

同　　宮野浦三丁目５番56号阿 部　 昇同

同　　大字坂野辺新田字葉萱212番地伊 藤 正 一同

同　　大字黒森戊80番地佐 藤 助 弘同

同　　大字十里塚甲２番地元 木　 章同

同　　宮野浦三丁目９番75号阿 部　 求同

同　　大字広野字下中村140番地斎 藤 正 喜同

同　　飯森山二丁目612番地の２渡 辺　 昇同

同　　大字坂野辺新田字坂野辺10番地星 川 愼 一同

同　　大字坂野辺新田甲45番地佐 藤 陽 一監　　　　　　 事

同　　宮野浦二丁目19番36号白 畑 勇 二同

同　　大字黒森乙19番地五 十 嵐　 敏　 喜同

住　　　　　　　　　　　所　氏　　　　　　名理事及び監事の別

東田川郡立川町大字狩川字東興野22番地田 澤 伸 一理　　　　　　 事

同　　　立川町大字狩川字今岡80－１石 川　 久同

同　　　余目町大字堀野字上堀野26菅 原 建 治同
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山形県告示第586号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、袖浦土地改良区の次の役員が就任した旨の届

出があった。

　　平成15年５月30日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

同　　　余目町大字返吉字大上51番地國 井 和 雄同

同　　　　　　大字余目字町146番地佐 藤　 平同

同　　　　　　大字廻館字館舎171番地１太 田　 平同

同　　　　　　大字千河原字前野117番地阿 部　 勉同

同　　　　　　大字吉岡字上南25番地齋 藤 秀 基同

同　　　　　　大字堀野字上堀野26番地菅 原 建 治同

同　　　立川町大字三ケ沢字宮田４番地乙 坂 喜 吉同

同　　　藤島町大字長沼字宮前156番地大 沼 恒 司同

酒田市大字板戸字福岡89番地阿 部 勇 雄同

東田川郡余目町大字宮曽根字宮の前74番地上 野 忠 治同

住　　　　　　　　　　　所　氏　　　　　　名理事及び監事の別

酒田市大字坂野辺新田字坂野辺82番地五 十 嵐　 源　 良理　　　　　　 事

同　　大字十里塚甲２番地元 木　 章同

同　　大字黒森戊80番地佐 藤 助 弘同

同　　宮野浦二丁目19番36号白 畑 勇 二同

同　　大字黒森乙132番地佐 藤 壽 博同

同　　宮野浦三丁目９番75号阿 部　 求同

同　　大字広野字奥井212番地橋 本 惣 一同

同　　大字坂野辺新田甲63番地地 主 晴 二同

同　　飯森山二丁目509番地の１加 藤 孝 吉同

同　　大字坂野辺新田甲45番地佐 藤 陽 一監　　　　　　 事
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山形県告示第587号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、土地改良区の定款の変更を次のとおり認可し

た。

　　平成15年５月30日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　土地改良区の名称

　　月光川土地改良区

２　事務所の所在地

　　飽海郡遊佐町大字遊佐町字京田36番地

３　認可年月日

　　平成15年５月20日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第588号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、土地改良区の定款の変更を次のとおり認可し

た。

　　平成15年５月30日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　土地改良区の名称

　　笹川土地改良区

２　事務所の所在地

　　東田川郡藤島町藤浪二丁目27番地

３　認可年月日

　　平成15年５月20日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第589号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、土地改良区の定款の変更を次のとおり認可し

た。

　　平成15年５月30日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　土地改良区の名称

　　八沢川土地改良区

２　事務所の所在地

　　鶴岡市大字大山字中道92－２

３　認可年月日

　　平成15年５月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第590号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、土地改良区の定款の変更を次のとおり認可し

た。

　　平成15年５月30日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　土地改良区の名称

　　大町溝土地改良区

２　事務所の所在地

同　　大字黒森字谷地中152番地安 達 年 夫同

同　　宮野浦一丁目12番５号白 畑 昭 男同
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　　飽海郡平田町大字砂越字小形111番地

３　認可年月日

　　平成15年５月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第591号

　森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定により、次のとおり保安林の指定をする予定である。

　　平成15年５月30日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　保安林予定森林の所在場所

　西田川郡温海町大字五十川字山之脇130、132－１、132－２、132－５から132－８まで、218－１から218－４

まで、218－６から218－10まで、218－12から218－15まで、218－17、218－19、218－24から218－27まで、219

から221まで、222－１から222－３まで、222－８から222－11まで、223、224－１から2224－３まで、225から

229まで、230－１、252－２、287－７、字浜千鳥210－１から210－３まで

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　 　立木の伐採の方法

　　イ　主伐に係る伐採種は、定めない。

　　ロ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木が所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め

る標準伐期齢以上のものとする。

　　ハ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　 　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

　（｢次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産部森林課及び温海町役場に備え置いて縦覧に供する｡）

  監査委員関係  

告　　　　　示

山形県監査委員告示第２号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の32第２項の規定により、次のとおり告示する。

　　平成15年５月30日

山形県監査委員　　鈴　　　木　　　正　　　法

山形県監査委員　　広　　　谷　　　五郎左エ門

山形県監査委員　　櫻　　　井　　　　　　　薫

山形県監査委員　　濱　　　田　　　宗　　　一

１　包括外部監査人の監査の事務を補助する者の氏名及び住所

　　押　野　正　德　　山形市十日町二丁目１番33号801

　　佐　藤　正　一　　鶴岡市大塚町11番18号

　　伊　藤　明　彦　　山形市寿町17番１号

　　伊　藤　正　佳　　飽海郡松山町字荒町29

　　小　野　慎　一　　東京都練馬区桜台三丁目32番13号

　　坂　邊　淳　也　　東京都江戸川区南葛西一丁目９番１号205

　　寺　澤　直　子　　埼玉県春日部市南三丁目３番７号

２　当該監査の事務を補助する者が包括外部監査人の監査の事務を補助できる期間

　　平成15年６月１日から平成16年３月31日まで
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  公　　　　　告  

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定により、次のとおり特定非営利活動法人の設

立の認証について申請があった。

　　平成15年５月30日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　申請のあった年月日

　　平成15年５月12日

２　申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその定款に記載された

　目的

　 　名　　称

　　　特定非営利活動法人　「共生の杜」

　 　代表者の氏名

　　　成澤　繁徳

　 　主たる事務所の所在地

　　　山形県東田川郡藤島町藤の花二丁目22－56

　 　定款に記載された目的

　この法人は、鶴岡市及び近隣市町村に居住する虚弱老人や痴呆性老人、あるいは独居老人又は老夫婦世帯を

対象に、当該老人等が長年住み慣れた地域で生活を共にしてきた人々と共に、障害を持ちながらも「心豊かに」

過ごせるよう、在宅での生活の支援に関する事業を展開し、当該老人等が地域で活力を持ちながら共に生きる

実感の湧く生活が出来るよう支援することによって、在宅老人等の福祉の向上に寄与することを目的とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　児童福祉法施行令（昭和23年政令第74号）第13条第10項の規定により、保育士試験を次のとおり実施する。

　　平成15年５月30日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　試験の日時及び場所

２　受験手続

　　受験申請書を平成15年６月13日（金）から同年６月19日（木）までの間に山形市松波二丁目８番１号健康福祉部

児童家庭課に提出すること。

３　そ の 他

　　詳細については、健康福祉部児童家庭課（電話023(630)2278）又は各総合支庁保健福祉環境部福祉課に問い合

わせること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　公営住宅法（昭和26年法律第193号）第22条第１項の規定により、山形県県営住宅の入居者の一般公募を次のと

おり行う。

　　平成15年５月30日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

場　 　 　 　 所時　 　 　 　 間期　 　 　 　 日

天童市大字清池1559番地

羽陽学園短期大学

午前９時から午後４時まで平成15年８月５日（火）

午前９時から午後４時まで平成15年８月６日（水）

山形市上柳260番地

山形県立保健医療大学

午前９時から午後４時45分まで平成15年８月７日（木）

午前９時から午後４時15分まで平成15年８月８日（金）
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(注)　｢収入」とは、入居者（申込者）及び同居親族の過去１年間における所得税法（昭和40年法律第33号）の例 

　　により算出した所得金額の合計から次に掲げる額を控除した額を12で除した額をいう。

　 　同居親族又は控除対象配偶者若しくは扶養親族で入居者及び同居親族以外のもの１人につき　380,000円

　 　控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合又は扶養親族が老人扶養親族である場合には、その老人控

除対象配偶者又は老人扶養親族１人につき　100,000円

　 　扶養親族が特定扶養親族である場合には、その特定扶養親族１人につき　200,000円

　 　入居者又は に規定する者に障害者がある場合には、その障害者１人につき　270,000円（その者が特別障害

者である場合には、400,000円）

　 　入居者又は同居親族に老年者がある場合には、その老年者１人につき　500,000円（その者の所得金額が

500,000円未満である場合には、当該所得金額）

　 　入居者又は同居親族に寡婦又は寡夫がある場合には、その寡婦又は寡夫１人につき　270,000円（その者の所

得金額が270,000円未満である場合には、当該所得金額）

２　入居者の資格

　県営住宅に入居することができる者は、次の から に掲げる条件を具備する者でなければならない。ただ

し、１の表の「摘要」の欄に「単身可」と記載のある県営住宅については、身体上又は精神上著しい障害がある

ために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると

認められる者以外の者は、 を除く。

　 　現に同居し、又は同居しようとする親族（婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者そ

の他婚姻の予約者を含む｡）があること。

　 　その者の収入が、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えないこと。

　　イ　次のいずれかに該当する場合　268,000円

　入居者又は同居親族に障害者基本法（昭和45年法律第84号）第２条に規定する障害者でその障害の程度

が、次のａ、ｂ又はｃに掲げる障害の種類に応じ、それぞれａ、ｂ又はｃに定める程度のものがある場合

　　　　ａ　身体障害　身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15号）別表第５号の１級から４級まで

ｂ　精神障害（知的障害を除く｡）　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和25年政令第

　155号）第６条第３項に規定する１級又は２級

　　　　ｃ　知的障害　ｂに規定する精神障害の程度に相当する程度

　　　 　入居者が50歳以上の者であり、かつ、同居親族のいずれもが50歳以上又は18歳未満の者である場合

　　　 　入居者又は同居親族に、次のいずれかに該当する者がある場合

ａ　戦傷病者特別援護法（昭和38年法律第168号）第４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている

者で当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が恩給法（大正12年法律第48号）別表第１号表ノ２

の特別項症から第６項症まで又は同法別表第１号表ノ３の第一款症であるもの

ｂ　原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第117号）第11条第１項の規定による厚生

大臣の認定を受けている者

　　　　ｃ　海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して５年を経過していない者

　　ロ　イに掲げる場合以外の場合　200,000円

　 　現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

３　選考方法

　　募集の区分欄に「特定目的用（身障者用)」とあるのは、身体障害者世帯から選考する。

　　募集の区分欄に「特定目的用（高齢・身障者用)」とあるのは、高齢者世帯及び身体障害者世帯から選考する。

　　募集の区分欄に「一般用」とあるのは、心身障害者世帯、高齢者世帯、母子世帯、生活保護世帯又は多子世帯

　で一定の要件に該当する世帯の当選確率を優遇して公開抽選とする。

４　申込期間及び方法

　申込期間　　平成15年６月４日から６月10日まで（６月９日（月）は休館日となります）（受付時間ＡＭ10:00

～ＰＭ4:30）（ただし、郵送の場合は、平成15 年６月10日までの消印のあるものに限り有効とす

る｡)

　 　申込用紙の請求先及び申込書の提出先　　山形県すまい情報センター

５　入居の時期　　平成15年８月１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　公営住宅法（昭和26年法律第193号）第22条第１項の規定により、山形県県営住宅の入居者の一般公募を次のと

おり行う。

　　平成15年５月30日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄
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(注)　｢収入」とは、入居者（申込者）及び同居親族の過去１年間における所得税法（昭和40年法律第33号）の例 

　　により算出した所得金額の合計から次に掲げる額を控除した額を12で除した額をいう。

　 　同居親族又は控除対象配偶者若しくは扶養親族で入居者及び同居親族以外のもの１人につき　380,000円

　 　控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合又は扶養親族が老人扶養親族である場合には、その老人控

除対象配偶者又は老人扶養親族１人につき　100,000円

　 　扶養親族が特定扶養親族である場合には、その特定扶養親族１人につき　200,000円

　 　入居者又は に規定する者に障害者がある場合には、その障害者１人につき　270,000円（その者が特別障害

者である場合には、400,000円）

　 　入居者又は同居親族に老年者がある場合には、その老年者１人につき　500,000円（その者の所得金額が

500,000円未満である場合には、当該所得金額）

　 　入居者又は同居親族に寡婦又は寡夫がある場合には、その寡婦又は寡夫１人につき　270,000円（その者の所

得金額が270,000円未満である場合には、当該所得金額）

２　入居者の資格

　県営住宅に入居することができる者は、次の から に掲げる条件を具備する者でなければならない。

　 　現に同居し、又は同居しようとする親族（婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者そ

の他婚姻の予約者を含む｡）があること。

　 　その者の収入が、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えないこと。

　　イ　次のいずれかに該当する場合　268,000円

　入居者又は同居親族に障害者基本法（昭和45年法律第84号）第２条に規定する障害者でその障害の程度

が、次のａ、ｂ又はｃに掲げる障害の種類に応じ、それぞれａ、ｂ又はｃに定める程度のものがある場合

　　　　ａ　身体障害　身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15号）別表第５号の１級から４級まで

ｂ　精神障害（知的障害を除く｡）　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和25年政令第

　155号）第６条第３項に規定する１級又は２級

　　　　ｃ　知的障害　ｂに規定する精神障害の程度に相当する程度

　　　 　入居者が50歳以上の者であり、かつ、同居親族のいずれもが50歳以上又は18歳未満の者である場合

　　　 　入居者又は同居親族に、次のいずれかに該当する者がある場合

ａ　戦傷病者特別援護法（昭和38年法律第168号）第４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている

者で当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が恩給法（大正12年法律第48号）別表第１号表ノ２

の特別項症から第６項症まで又は同法別表第１号表ノ３の第一款症であるもの

ｂ　原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第117号）第11条第１項の規定による厚生

大臣の認定を受けている者

　　　　ｃ　海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して５年を経過していない者

　　ロ　イに掲げる場合以外の場合　200,000円

　 　現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

３　選考方法

　　募集の区分欄に「特定目的用（身障者用)」とあるのは、身体障害者世帯から選考する。

　　募集の区分欄に「特定目的用（高齢・身障者用)」とあるのは、高齢者世帯及び身体障害者世帯から選考する。

　　募集の区分欄に「一般用」とあるのは、心身障害者世帯、高齢者世帯、母子世帯、生活保護世帯又は多子世帯

　で一定の要件に該当する世帯の当選確率を優遇して公開抽選とする。

４　申込期間及び方法

　 　申込期間　　平成15年６月４日から６月10日まで（６月９日（月）は休館日となります）（受付時間ＡＭ10:00

～ＰＭ4:30）（ただし、郵送の場合は、平成15 年６月10日までの消印のあるものに限り有効とす

る｡)

　 　申込用紙の請求先及び申込書の提出先　　山形県すまい情報センター

５　入居の時期　　平成15年８月１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　公営住宅法（昭和26年法律第193号）第22条第１項の規定により、山形県県営住宅の入居者の一般公募を次のと

おり行う。

　　平成15年５月30日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄
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(注)　｢収入」とは、入居者（申込者）及び同居親族の過去１年間における所得税法（昭和40年法律第33号）の例 

　　により算出した所得金額の合計から次に掲げる額を控除した額を12で除した額をいう。

　 　同居親族又は控除対象配偶者若しくは扶養親族で入居者及び同居親族以外のもの１人につき　380,000円

　 　控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合又は扶養親族が老人扶養親族である場合には、その老人控

除対象配偶者又は老人扶養親族１人につき　100,000円

　 　扶養親族が特定扶養親族である場合には、その特定扶養親族１人につき　200,000円

　 　入居者又は に規定する者に障害者がある場合には、その障害者１人につき　270,000円（その者が特別障害

者である場合には、400,000円）

　 　入居者又は同居親族に老年者がある場合には、その老年者１人につき　500,000円（その者の所得金額が

500,000円未満である場合には、当該所得金額）

　 　入居者又は同居親族に寡婦又は寡夫がある場合には、その寡婦又は寡夫１人につき　270,000円（その者の所

得金額が270,000円未満である場合には、当該所得金額）

２　入居者の資格

　県営住宅に入居することができる者は、次の から に掲げる条件を具備する者でなければならない。

　 　現に同居し、又は同居しようとする親族（婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者そ

の他婚姻の予約者を含む｡）があること。

　 　その者の収入が、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えないこと。

　　イ　次のいずれかに該当する場合　268,000円

　入居者又は同居親族に障害者基本法（昭和45年法律第84号）第２条に規定する障害者でその障害の程度

が、次のａ、ｂ又はｃに掲げる障害の種類に応じ、それぞれａ、ｂ又はｃに定める程度のものがある場合

　　　　ａ　身体障害　身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15号）別表第５号の１級から４級まで

ｂ　精神障害（知的障害を除く｡）　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和25年政令第

　155号）第６条第３項に規定する１級又は２級

　　　　ｃ　知的障害　ｂに規定する精神障害の程度に相当する程度

　　　 　入居者が50歳以上の者であり、かつ、同居親族のいずれもが50歳以上又は18歳未満の者である場合

　　　 　入居者又は同居親族に、次のいずれかに該当する者がある場合

ａ　戦傷病者特別援護法（昭和38年法律第168号）第４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている

者で当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が恩給法（大正12年法律第48号）別表第１号表ノ２

の特別項症から第６項症まで又は同法別表第１号表ノ３の第一款症であるもの

ｂ　原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第117号）第11条第１項の規定による厚生

大臣の認定を受けている者

　　　　ｃ　海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して５年を経過していない者

　　ロ　イに掲げる場合以外の場合　200,000円

　 　現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

３　選考方法

　　募集の区分欄に「特定目的用（身障者用)」とあるのは、身体障害者世帯から選考する。

　　募集の区分欄に「特定目的用（高齢・身障者用)」とあるのは、高齢者世帯及び身体障害者世帯から選考する。

　　募集の区分欄に「一般用」とあるのは、心身障害者世帯、高齢者世帯、母子世帯、生活保護世帯又は多子世帯

　で一定の要件に該当する世帯の当選確率を優遇して公開抽選とする。

４　申込期間及び方法

　 　申込期間　　平成15年６月４日から６月10日まで（６月９日（月）は休館日となります）（受付時間ＡＭ10:00

～ＰＭ4:30）（ただし、郵送の場合は、平成15 年６月10日までの消印のあるものに限り有効とす

る｡)

　 　申込用紙の請求先及び申込書の提出先　　山形県すまい情報センター

５　入居の時期　　平成15年８月１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　公営住宅法（昭和26年法律第193号）第22条第１項の規定により、山形県県営住宅の入居者の一般公募を次のと

おり行う。

　　平成15年５月30日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄
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　特定調達契約に係る随意契約の相手方を次のとおり決定した。

　なお、この随意契約に係る調達は、1994年４月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定の適用を受け

る。

　　平成15年５月30日

山形県立中央病院長　　齋　　　藤　　　幹　　　郎

１　 　随意契約に係る物品等の名称及び数量

　　　　Ａ重油（JIS１種２号）2,000キロリットル

　　 　特定調達契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地

　　　　山形県立中央病院経営課　山形市青柳1800　電話番号023(685)2623

　　 　随意契約の相手方を決定した日　平成15年３月24日

　　 　随意契約の相手方の名称及び所在地

　　　　株式会社鈴木油店　山形県山形市江南二丁目１番32号

　　 　契約金額　33.915円（１リットル当たり）

　　 　特定調達契約の相手方を決定した手続　随意契約

　　 　山形県物品等又は特定役務の調達手続の特例に関する規則（平成７年12月県規則第95号。以下「特例規

則」という｡）第３条の公告を行った日　平成15年２月７日

　　 　随意契約の理由　地方自治法施行令第167条の２第１項第６号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　特定調達契約に係る随意契約の相手方を次のとおり決定した。

　なお、この随意契約に係る調達は、1994年４月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定の適用を受け

る。

　　平成15年５月30日

山形県立中央病院長　　齋　　　藤　　　幹　　　郎

１　随意契約に係る特定役務の名称及び数量

　　山形県立中央病院医療情報システム運用管理支援業務　一式

２　特定調達契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地

　　山形県立中央病院医事課　山形市青柳1800　電話番号023(685)2626

３　随意契約の相手方を決定した日　平成15年３月17日

４　随意契約の相手方の名称及び所在地

　　株式会社日立製作所東北支社　宮城県仙台市青葉区一番町二丁目４番１号

５　随意契約に係る契約金額　56,385,000円

６　特定調達契約の相手方を決定した手続　随意契約

７　随意契約による理由　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第

372号）第10条第１項第２号該当

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　平成16年度山形県立高等学校の入学者を次のとおり募集する。

　　平成15年５月30日

山 形 県 教 育 委 員 会　　　　　　　　　　

　委 員 長　　安　孫　子　　　　　　　博

　山形県立高等学校専攻科

　(注)　入学志願に係る詳細については、別記「平成16年度山形県立米沢工業高等学校専攻科入学志願要項」に

　　　定めるところによる。

 

入 学 定 員設　　　置　　　学　　　科学　　　　　　　　校　　　　　　　　名

10生 産 情 報山 形 県 立 米 沢 工 業 高 等 学 校
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別記

平成16年度山形県立米沢工業高等学校専攻科入学志願要項

１　志願資格

　　次の各号の一に該当する者

　 　高等学校若しくはこれに準ずる学校又は中等教育学校を卒業又は平成16年３月卒業見込みの者

　 　学校教育法施行規則第69条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者

２　募集区域

　　県下一円

３　出願期間

　　平成15年７月18日(金)から７月25日(金)正午まで。

４　提出書類

　 　入学願書

　　　学校所定のものに受験料として2,200円の山形県収入証紙をはり、消印はしないこと。

　 　履歴書・身上書

　　　学校所定のもの。

　 　写　真

　　　最近３か月以内に撮影したもの。

　 　調査書

　　　高等学校卒業（卒業見込み）の者は、高等学校の調査書。

　 　健康診断書

　　　学校所定のもので、平成15年４月１日以降に受診したもの。(ただし、卒業見込みの者は不要）

５　選　　抜

　　提出書類によるほか、県立米沢工業高等学校において次の学力検査及び面接を行う。

　 　学力検査

　　イ　検査教科

　　　　工業

　　ロ　検査時間

　　　　70分

　　ハ　検査期日

　　　　平成15年８月１日(金)

　 　面接期日

　　　平成15年８月１日（金）学力検査終了後

６　合格発表

　　平成15年８月４日(月)午後２時予定

７　そ の 他

　　細部については、学校の募集要項によることとし、志願校に問い合わせること。

坂 部 印 刷 株 式 会 社
坂 部　 登
電話　 山形(631)2057   (631)2056
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